
 

平成 28年度第 2回白井市障害者計画等策定委員会 

 

 

日 時 平成 28年 11月 9日(水)  

午後 2時 00分から 

                場 所 白井市保健福祉センター2階 

研修室 2 

 

 

次   第 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

３ 議 題 

（１） 平成２８年度第１回策定委員会の会議要録について 

（２） アンケート調査票（案）及び調査対象者について 

４ 閉 会 

 



資料１ 
平成 28年度第１回白井市障害者計画等策定委員会 会議要録（案） 

 

１．開催日時 平成 28年９月 21日(水) 午後２時 00分から３時 30分まで 

２．開催場所 白井市役所４階 会議室１ 

３．出 席 者 伊澤市長、竹原委員、福岡委員、松本委員、鶴岡委員、林委員、吉武

委員、高柳委員、田中委員、平野委員、茂野委員、山田委員、小林委

員、川島委員（計 13名） 

４．欠 席 者 大井委員、黒澤委員 

５．事 務 局 健康福祉部社会福祉課長、社会福祉課障害福祉班担当者（計 2名） 

６．傍 聴 者 なし 

７．議  題 

       (１)白井市第５期障害福祉計画策定方針について（報告） 

       (２)白井市第４期障害福祉計画の進捗状況について（報告） 

       (３)アンケート調査実施方針(案)について 

 

８．資  料 

①白井市第５期障害福祉計画策定方針(資料１－１) 

 ②平成 28年度白井市障害者計画等策定委員会会議日程(資料１－２) 

 ③白井市第４期障害福祉計画の進捗状況について(資料２) 

 ④白井市第５期障害福祉計画策定に向けたアンケート調査実施方針(案)（資料３） 

 

９．議  事 

◇開 会 

・事務局により開会が宣言された。 

 

◇委嘱状交付 

・市長から各委員に委嘱状が交付された。 

 

◇市長挨拶 

・市長から挨拶があった。 

[大要] 皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、白井市障害者福祉計画等策定委員

会に参加頂きまして誠にありがとうございます。ただいま委嘱状を交付させて頂き

ましたが、委員の皆様に快くこの任を受けて頂きましたこと、また、公募に応じて

頂きましたことに、厚く感謝申し上げます。この度の障害者計画等策定委員会は、

平成 30 年度から始まる第５期障害福祉計画策定に向けての調査・審議を行うため

に設置したものでございます。 

現在、白井市では、誰もが住んで良かった、住み続けたいと思うまちづくりを市

民の皆様と共に進めているところでございます。近況をご報告させて頂きますと、
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庁舎の耐震改修工事を進めており、全ての工事完了予定は再来年３月になります。

新庁舎が完成し、また旧庁舎の工事が完了致しますと、保健福祉センターと庁舎が

繋がり、また印西警察署の分庁舎も設置され、市の新しい防災・安全拠点になると

思います。そして白井市の両隣には２つの大きな病院があり、また特別養護老人ホ

ーム、老人保健施設、有料老人ホームもあるということで、子どもからお年寄りま

で全ての人が白井市に末永く暮らせるような体制をつくっております。 

このような中で、今回は特に障がいのある方に焦点を当てた計画づくりというこ

とで、皆様のこれまでの知識や経験を活かして頂いて、この計画づくりにご尽力を

賜りますことを心からお願い致します。皆様のご活躍とご健勝をお祈りして、ご挨

拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

◇事務局からの確認・報告事項  

・配付資料の確認、当日障害当事者をサポートする「補助者」が出席している旨の報

告、および「白井市附属機関条例」第６条(会議)の説明があった。 

 

◇委員長・副委員長の選出 

・委員長に竹原委員、副委員長に林委員が推薦され、承認された。 

 

◇委員自己紹介 

・出席した各委員が自己紹介を行った。 

 

◇議題 

（１）白井市第５期障害福祉計画策定方針について（報告） 

・事務局より資料１－１、１－２について説明があった。 

 

委員長 今の説明について何かご質問はございますか。もしよろしければ、私の方か

ら質問させて頂きたいです。６月に、障害者総合支援法が、利用者の高齢化と

重度化という点と、障害児計画、つまり障がいをお持ちのお子さんに対するケ

アというところで相当大きく変わり、これが平成 30 年４月１日に施行になる

と思いますけれども、この内容についても第５期障害福祉計画に盛り込まれる

ということでよろしいでしょうか。 

事務局 はい。盛り込んだ形で作っていきたいと考えています。具体的には、今後国

から出てくる基本方針に即して作っていく形になるかと思います。 

 

（２）白井市第４期障害福祉計画の進捗状況について（報告） 

・事務局より資料２について説明があった。 

 

委員長 ご不明な点等でも構いませんので、質問を頂ければと思います。 
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委 員 成果目標の達成状況のところで、「福祉施設入所者の地域生活への移行」と

ありますが、移行する先というのはどこになるのでしょうか。そもそも「移行

する」というのはどういう意味でしょうか。 

事務局 ここではグループホームを例に出しておりますが、ご自宅等も含め、施設に

入所されていた方が地域に出て生活をされるということを指しています。 

委 員 今の質問に関連して、資料中に「市内のグループホームは１か所のみ」とい

う記載がありますが、このグループホームはどこにあるのでしょうか。 

事務局 障がい者の方向けのグループホームが１か所のみございます。地区としては

白井地区にあたりまして、木下街道沿い、街道から少し中に入ったところにあ

ります。定員は８名です。 

委 員 今のグループホームの件で、定員が８名とのことでしたが、高齢者のグルー

プホームであれば、１ユニットは９名ではありませんか。 

事務局 高齢者のユニットと障がい者のユニットは少し違いまして、障がい者は４～

６人ぐらいを１ユニットとするという整備方針があるため、今のグループホー

ムはそれに合わせて２ユニットで運営されています。 

委 員 基本的なことで申し訳ありませんが、計画上、障がい児と成人の障がい者と

は別個に考えられているのでしょうか。 

事務局 障害福祉計画は、第４期までは基本的に成人の方が対象になっていました。

先ほど委員長からもお話がありましたが、障がい児に関しては基となる法律が

違います。白井市の場合は、障がい児のサービスの推計も第４期で既に掲載し

てありますが、していない市町村も多く見られる状況です。しかし今回の児童

福祉法改正で、第５期計画からは障がい児の分の作成も義務になります。した

がって、今後は障がい児へのサービスにつきましても皆様にご審議頂き、それ

に沿った計画を作っていきたいと思っている次第です。 

委 員 ということは、障がい者と障がい児の部分が同時に進むというわけですね。 

事務局 はい。障害福祉計画の策定にあたっては、必要なサービス量の推計と確保の

ための方策を皆様と共に検討していく形になります。 

 

（３）アンケート調査実施方針(案)について 

・事務局より資料３について説明があった。 

 

委員長 何かご意見、ご質問等はありますでしょうか。 

委 員 アンケートの対象者数及び、回収率の見込みを教えて頂きたいです。 

事務局 前回、第４期障害福祉計画を策定した際、平成 26 年度に同様のアンケート

を実施しています。身体障がい者の方、知的障がい者の方、精神障がい者の方、

難病患者の方、障がいをお持ちでない方の５つの区分に分かれており、障がい

をお持ちでない方以外につきましては、基本的に全数調査となっています。そ

のときの数で、身体障がい者の方が約 1,400人、知的障がい者の方が約 260人、



4 

精神障がい者の方が約 230人、難病患者の方が約 340人、障がいをお持ちでな

い方に関しては 505人と、合計 2,700人程度が対象となりました。今回は 3,000

人程度を見込んでおります。回収率については、５つの区分の平均で 55％前後

になっていると思います。なお詳細につきましては、机上にございます第４期

障害福祉計画をご覧頂けると幸いです。回収率に関しては、当然高ければ高い

ほど良いと思われますので、できるだけ答えやすいアンケートを作っていけた

らと思います。 

委 員 一般の方については無作為抽出ということでしたが、障がいをお持ちの方に

ついては全員に配付してあるということでしょうか。それともそちらも無作為

に抽出した数なのでしょうか。 

事務局 障がいのある方については基本的に全数調査としており、今回も同様にでき

ればと思っております。ただし、この場合の障がいのある方というのは、障害

者手帳をお持ちの方を指します。アンケート調査ですので、基本的には送り先

が把握できる方でないと調査できません。障がいをお持ちの方はほかにも多く

いらっしゃると思いますが、今回のアンケートの趣旨からすると、市が住所を

把握していて郵送のやりとりができる方、つまり障害者手帳をお持ちの方、あ

るいは特定疾患医療受給者証をお持ちの方などに対してアンケートをお願い

することになろうかと思います。 

委 員 白井市の人口は今どのくらいいるのでしょうか。 

事務局 63,000人ほどです。 

委 員 その中でこんなに障がいをお持ちの方がいらっしゃるということですか。 

事務局 あくまで手帳をお持ちの方ということにはなりますが、そのくらいの数の方

がいらっしゃいます。 

委員長 「こんなにたくさん」なのか、それとももしかしたらもっといらっしゃるの

か、というところですが、例えば精神疾患で通院していても手帳は持っていな

い方、他の障がいをお持ちでも手帳を持っていないという方に関しては、行政

でも分かりません。当然、そういう方にも調査したいけれども、アンケートを

送りようがないのが現状なのかなと思います。場合によっては、全国平均の数

値等で白井市が他と比べてどうなのかということを、機会があればお示し頂き

たいと思います。当然次の計画も、障がいのある方が今後市の中でどれくらい

増えるのかをベースにして考えていくわけですから。 

委 員 前回の障害者計画策定の際も、アンケートの回収率が低すぎるのではないか

という話題になりました。回収率が上がらない原因は何かということも考えな

がら、アンケート案を作っていかなければならないと強く感じています。次回

の委員会で案を見せて頂いて、また皆で検討していくと思うが、見やすく、効

率のいいものを心がけて作る必要があると思います。 

事務局 回収率はどのアンケートでも数字が低めに出ていまして、課題だと感じてお

ります。回収率を上げるために、返送されていない方に督促するという方法も
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ありますが、障害福祉計画の策定にあたっては、そこまでするのもどうなのか

なと思っています。前回は督促をしていないため、督促を行えば多少は数字が

伸びるかと思います。また皆様からのご意見を賜りながら決めていければ、と

思っております。 

委員長 アンケート調査ですから、強制するというわけにはいかないと思いますけれ

ども、例えば民生委員の方々に「こういう調査を、こういう内容で、このスケ

ジュールでやります」と呼びかけて頂くとか、今回はご家族の方や関係団体の

方も委員としてお見えになっていますから、そういった団体の中でご協力の呼

びかけ等をして頂ければと思います。 

委 員 本人だけでは回答できない方がたくさんいらっしゃるので、こういう数字に

なっているようにも思います。 

委員長 お一人で生活されている方が、上手くこのタイミングでお答え頂ければいい

ですが、少し期間を過ぎてしまったりすると、「今更出しても」となってしま

うケースもあると思います。 

委 員 委員長も今言われたように、途中まで書いた方であっても「日にちを過ぎて

しまったし、まあいいや」と思ってしまう方はいると思います。ただ、督促と

いう言葉は、「出しなさい」という雰囲気が出てしまうので、そうではなくて、

まだ提出されていない方に１回でも「アンケートの方はお出し頂けましたでし

ょうか？」というようなコンタクトを取ることは、若干ではあっても回収率の

上昇に繋がる気がします。半数であってもおよそ 1,500件くらいにはなってし

まうので、電話するにしても、再度お知らせを郵送するにしても、大変だとは

思いますが、回収率上昇のためにはそういう努力もする必要があると感じてい

ます。 

委員長 全体を通して他にご意見がある方いらっしゃいましたら、お願いいたします。 

委 員 第４期計画の成果目標は何を基にした数字なのでしょうか。アンケートを基

にしているのですか。 

事務局 成果目標につきましては、国の指針を反映しています。例えば、福祉施設の

入所者の地域生活への移行についての目標数値は、指針にて 12％以上と指示が

あり、それを踏まえて計算して出しており、他も同様です。第５期計画につき

ましては、今のところ年明けか年度替わりの時期に国が新しい指針を出してく

る見込みです。その指針の方を改めて委員の皆さんにお示ししながら、計画策

定をさせて頂きたいと考えております。 

委 員 では、アンケート調査の結果など、ご本人の意向はどこに加味されているの

でしょうか。 

事務局 それが反映されているのは資料２の２ページ以降になります。具体的なサー

ビスの必要量や見込み量については、今までの利用状況やアンケート調査で希

望が多かったということも含めてご意見を反映できればと思っております。し

かし、障害福祉サービスに関しては、事業者さんにお願いする面も大きいもの
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ですから、そういう課題も含めて見込み量を検討したいと考えているところで

す。 

 

◇閉 会 

事務局 次回の会議は、11月９日水曜日の開催を予定しておりますが、時期が近づき

ましたらまた改めてご連絡させて頂きたいと思います。 

 

・事務局より閉会が宣言された。 

以上 

 



資料 2-1 

（裏面に続きます） 

 

アンケート調査票（案）及び調査対象者について 

 

 

調査区分は、「身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」、「難病患者」

及び「障がいのない人」の 5区分とし、調査票についても、調査区分に即した 5種類とす

る。 

 

１ 対象者の抽出 

（１）身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

    ➣ 障害者手帳を所持する人（全員） 

 

（２）難病患者 

    ➣ 県の指定難病医療受給者証所持者のうち、市が把握している人（難病疾患者

見舞金受給者） 

 

（３）障がいのない市民 

    ➣ 住民基本台帳から無作為抽出した成人男女 

 

（４）重複該当者 

    ➣ ２以上の障害者手帳を所持する人は、そのうち最も重度の障がい（以下、

「主たる障がい」と言う。）に相当する調査区分に含める（判断できない

場合は、対象者数が少ないほうの調査区分に含める）。 

 

※調査票では、主たる障がいについて、程度や部位等を質問する。 

その他の障がい（以下「従たる障がい」と言う。）については、その有無と区

分までを尋ねる。 

 

    ➣ 障害者手帳と難病受給者証の両方を所持する人は、障がいの調査区分に含め

る。 

 

※障がいの調査票では、難病の有無及び病名も質問する。なお、難病の調査票は、

障害者手帳を所持しない難病患者専用となる。 

 

（５）対象者概数（10月 21日現在） 

身体 知的 精神 難病 障がいなし 合計 

1,427人 336人 295人 390人 500人 2,948人 

※重複者未控除 
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２ 調査票（案）作成の考え方 

 

（１）「身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」及び「難病患者」用 

    ➣ 「アンケート調査実施方針」（前回審議）に基づき、障害福祉サービスの利

用状況、認知度、満足度、利用しない理由、今後の意向等を中心に設問 

 

➣ 各調査区分を通して集計できるよう、質問は出来る限り共通化 

 

➣ 回答用紙への記入が難しい場合は、市が相談を受け個別に対応（表紙「ご

記入にあたってのお願い」に案内記載） 

 

（２）障がいのない市民用 

    ➣ 経年変化の把握のため、前回調査とほぼ同一の設問 

 

➣ 障がい者や障がい者施策への理解度確認が中心 

    

    ➣ 用語の認知に係る設問（問 17）に、障害者差別解消法を新規追加 

 

（３）全区分共通 

➣ 基本的なフォーマット（様式）は前回調査を踏襲 

 

以上 



（案）   資料2-2（身体障がい者用） 

 

 

 

アンケート調査ご協力のお願い 
 市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 本市では､平成27年3月に『第4期障害福祉計画』を策定し、さまざまな事業を展開

してきましたが、平成29年度いっぱいで計画期間の満了を迎えることになります。 

今回、計画の改定に向け、これまでの取り組み状況を点検するとともに、市民の皆

様の生活の様子やご意見をあらためてお伺いし、より実態に即した内容の新計画とし

ていくため、アンケート調査を実施させていただくことになりました。 

この調査票は、各障害者手帳の所持者および指定難病医療受給対象者の方にお送り

しています。一人でも多くの皆様からご回答をいただき、可能な限り計画に反映させ

たいと考えています。調査は無記名で行い、調査結果はすべて統計的な数値として取

りまとめますので、どうぞありのままの状況やご意見をお聞かせください。ご多忙の

折大変恐縮ですが、調査の趣旨をおくみとりいただき、ご協力くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

平成29年1月 

白井市長  伊澤 史夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市障害福祉計画改定のためのアンケート調査 

１ 質問の中で「あなた」とは、このアンケート票が送られた宛名の方(ご本人)をさしていま

す。お答えいただく方はご本人ですが、ご本人がお答えになるのが難しい場合には、ご家族

の方や介助・支援者の方などがご本人に代わってお答えいただいてもかまいません。 

なお、回答用紙への記入が難しい場合などは、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 

２ 住所、氏名を記入する必要はありません。 

３ 質問によっては回答する方を限定しているものもありますので、質問の順にお答えください。

４ ご記入はボールペン、万年筆、鉛筆などで、黒または青色でお書きください。 

５ お答えは、あなたのお考えに最も近いと思われる回答を、質問文最後の( )内に示された

数の範囲で選び、その番号を○で囲んでください。 

６ 「その他( )」に○をつけたときは、( )内に具体的な内容をご記入ください。 

ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、 

１月○日(△)までに 郵便ポストに投函してください。(切手は不要です) 

この調査に関してのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

白井市役所 健康福祉部 社会福祉課 
TEL.047-497-3483／FAX.047-492-3033 

E-mail:syakai-fukushi@city.shiroi.chiba.jp 

ご記入に当たってのお願い 
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問１ このアンケートにご記入いただく方はどなたですか。(１つに○) 

１．本人 

２．家族や介助者が本人に聞いて代筆 

３．施設職員等が本人に聞いて代筆 

４．家族や介助者が本人の意向を考えて記入 

５．その他（                        ） 

 

あなたご自身についてうかがいます 

問２ あなたは何歳ですか。(あなたとは、障がいのある方ご自身のことをいいます) 

平成29年１月１日現在で満    歳 

問３ あなたの性別はどちらですか。(１つに○) 

１．男性            ２．女性 

 

問４ あなたの住んでいる地区(小学校区)はどちらですか。(１つに○) 

１．第一小学校区           ６．南山小学校区 

２．第二小学校区           ７．七次台小学校区 

３．第三小学校区           ８．池の上小学校区 

４．大山口小学校区          ９．桜台小学校区 

５．清水口小学校区 

 

問５ あなたの身体障害者手帳の等級は次のどれですか。(手帳を見て１つに○) 

１．１ 級           ４．４ 級 

２．２ 級           ５．５ 級 

３．３ 級           ６．６ 級 

 

問６ あなたの身体障がいの種類は次のどれですか。あてはまるものすべてに○をつけ、

２つ以上あるときは、その中で、生活上最も不便を感じる障がいに◎をつけてくだ

さい。 

１．視覚障がい            ６．呼吸器機能障がい 

２．聴覚・平衡機能障がい       ７．じん臓機能障がい 

３．音声・言語、そしゃく機能障がい  ８．肝臓機能障がい 

４．肢体不自由            ９．ぼうこう・直腸・小腸機能障がい 

５．心臓機能障がい          10．免疫機能障がい 
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問７ あなたの身体障がいは何歳頃に発生しましたか。(１つに○) 

１．出生前または出生時  ２．   歳頃  ３．わからない 

 

問８ あなたは、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。(１つに○) 

１．療育手帳を持っている 

２．精神障害者保健福祉手帳を持っている 

３．療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の両方を持っている 

４．どちらも持っていない 

 

問９ あなたは、下記の選択肢のいずれかに当てはまりますか。 

＊なお、この質問において「難病（特定疾患）認定を受けている」というのは、

「千葉県から特定疾患医療に関する受給者証の交付を受けている方」のことを

言うこととします。             (あてはまるものすべてに○) 

１．介護保険の認定を受けている      ３．発達障がいがある 

２難病（特定疾患）認定を受けている    ４．高次脳機能障がいがある 

※発達障がい：自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注

意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症

状が通常低年齢において発現するもの。 

※高次脳機能障がい：交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする、記憶・注意・

思考・言語などの機能障がい。外見上は障がいが目立たないため、周囲

の人に理解されにくかったり、本人自身が障がいを十分に認識できない

こともある。 

問９-1 (問９で２をお選びの方へ)病名は何ですか。(病名を直接ご記入ください) 

 

 

あなたの生活についてうかがいます 

問10 あなたの現在のお住まい(生活の場)はどこですか。１月１日現在病院に入院中で、

入院期間が６か月未満の方は、入院する前のお住まいについてお答えください。 

(１つに○) 

１．戸建て住宅（持ち家） 

２．戸建て住宅（賃貸） 

３．集合住宅（持ち家） 

４．集合住宅（賃貸） 

５．グループホーム等 

６．福祉施設 

７．病院に長期入院中（６か月以上） 

８．その他(           ) 
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問11 現在、どなたと一緒に暮らしていますか。(あてはまるものすべてに○) 

１．ひとり暮らし   ６．母      11．その他の親族 

２．配偶者(妻・夫)  ７．祖父母    12．友人など家族以外の人 

３．子ども      ８．兄弟・姉妹  13．寮や施設の職員・仲間 

４．子どもの配偶者  ９．孫      14．その他(          

５．父        10．おい・めい                 ) 

 

問12 あなたは、平日の昼間は、おもにどこで(何をして)過ごしていますか。(１つに○) 

１．幼稚園や保育園に通っている 

２．「こども発達センター」など保育園・幼稚園以外の通園施設に通っている 

３．特別支援学校（盲・聾・養護学校）に通っている 

４．小学校・中学校に通っている 

５．職業訓練校に通っている 

６．高校・大学や専門学校に通っている 

７．会社などで働いている（自営も） 

８．入所施設で過ごしている 

９．通所施設や作業所などへ通っている 

10．自宅で過ごしている 

11．その他(                    ) 

 

問13 あなたの世帯のおおよその年収額をお聞きします。税金等を差し引いた額でお答え

ください。（○はひとつ） 

１．収入はない            ５．250万円以上～500万円未満 

２．100万円未満           ６．500万円以上～1、000万円未満 

３．100万円以上～150万円未満    ７．1、000万円以上 

４．150万円以上～250万円未満 
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  福祉サービスについてうかがいます 

 

問14 障害者総合支援法(および、児童福祉法)に基づく、主な福祉サービスは以下の通り

です。あなたは、現在これらのサービスを受けていますか。また、サービスを利用

している方は、サービスの内容に満足していますか。それぞれ一つずつ選び、あて

はまる番号に○をつけてください。（※現在受けているサービスは、受給者証をご確

認ください。） 

(それぞれ１つに○) 

 

 

 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

１ 

居宅介護 

(ホーム 

ヘルプ） 

自宅で入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

２ 重度訪問介護 

常に介護を必要とする

人に、総合的な介護を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

３ 同行援護 

重度視覚障がい者(児)

の外出時に同行し、移動

に必要な情報の提供や

援護を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

４ 行動援護 

自己判断能力が制限さ

れている人が行動する

ときに、危険回避の援護

や外出支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

５ 
重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がきわめ

て高い人に、居宅介護等

の複数のサービスを包

括的に行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

①訪問系サービス ホームヘルパーが自宅等を訪問するなどして、提供されるサービスです。
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施設等で昼間に提供されるサービスです。 

 

 

 

 
 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

６ 生活介護 

常に介護を必要とする

人に、施設などで介護や

活動機会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

７ 

自立訓練 

(機能訓練・ 

生活訓練) 

自立した生活が送れる

よう、一定期間、身体機

能や生活能力向上のた

めの訓練を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

８ 就労移行支援 

一般企業等で就労を希

望する人に、一定期間、

就労のための訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

９ 
就労継続支援 

(Ａ型・Ｂ型) 

一般企業等での就労が

困難な人に、就労の場の

提供と、必要な訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

10 療養介護 

医療と常時介護を必要

とする人に、病院などで

機能訓練や看護・介護を

行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

11 

短期入所 

(ショート 

ステイ) 

自宅で介護する人が介

護できないとき、短期

間、施設で介護を行いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②日中活動系サービス 
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 6 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

12 

共同生活援助 

(グループ 

ホーム) 

共同生活を行う住居で、

相談や日常生活上の援

助を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

13 施設入所支援 

施設に入所している人

に、夜間や休日、介護等

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

14 計画相談支援 

障がい福祉サービス等

を利用する人のサービ

ス利用計画を作成し、支

援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

15 地域移行支援 

施設等に入所・入院して

いる方に、住居の確保や

地域生活へ移行するた

めの相談や支援を行い

ます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

16 地域定着支援 

自宅において単身等で

生活している方に、常時

の連絡体制を確保し、緊

急時の対応を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

③居住系サービス グループホーム、ケアホーム、施設で夜間に提供されるサービスです。 

④相談支援 福祉サービス利用計画の作成や、地域生活を支援するためのサービスです。 
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番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

17 相談支援事業 

障がいのある人やその

介助・支援者などからの

相談に応じます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

18 
成年後見利用

支援事業 

「成年後見制度」による

支援を必要とする人に、

制度の利用を支援しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

19 意思疎通支援 
手話通訳者等の派遣等

を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

20 
日常生活用具 

給付等事業 

日常生活における福祉

用具を給付します。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

21 移動支援事業 

屋外での移動が困難な

人に、外出のための支援

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

22 
地域活動支援

センター事業 

地域活動支援センター

で、日中活動の支援を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

23 
日中一時支援

事業 

家族の就労支援及び一

時的な休息のため、障が

いのある人などの日中

の活動の場を提供しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

24 
生活サポート

事業 

必要に応じて、家事など

の支援を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

25 
訪問入浴 

サービス事業 

自宅へ巡回入浴車を派

遣し、入浴サービスを行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

26 

自動車運転 

免許取得費 

補助事業 

自動車運転免許取得に

必要な費用の一部を助

成します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

27 
自動車改造費 

補助事業 

自動車の改造に必要な

費用の一部を助成しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

⑤地域生活支援事業 その他、地域生活を支援するためのサービスです。 
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※18歳以上の方は、問15にお進みください。 

 

 

【この設問は、18歳未満の方がお答えください。】 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

28 児童発達支援 

就学前の児童に、日常生

活における基本的な動

作の指導、集団生活への

適応訓練等を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

29 
医療型児童 

発達支援 

肢体不自由がある児童

に、医療的管理のもと、

理学療法などの機能訓

練や、支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

30 
放課後等 

デイサービス 

就学している障がい児

に対し、放課後や休校日

に生活能力向上のため

の訓練や、社会交流の機

会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

31 
保育所等訪問

支援 

保育所等を訪問して、障

がいのある児童に、障が

いのない児童との集団

生活への適応のための

支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

⑥障がい児支援 障がい児のみなさんに対するサービスです。 
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問15 以下の質問は、問14にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「１ 利用

したことがある、利用している」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

②「②日中活動系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ

方は、その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

③「③居住系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

④「④相談支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、その

主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方

は、その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 
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⑥「⑥障がい児支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

問16 以下の質問は、問14にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「２ 知っ

ているが利用したことはない」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

②「②日中活動系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

③「③居住系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

④「④相談支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 
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⑥「⑥障がい児支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

問17 今後３年間で、あなたが新たに、または引き続き利用したい福祉サービスはありま

すか。ある方は、そのサービスの番号をお書きください。なお、サービスの番号は、

問14の番号（1～31）からお選びください。(あてはまるものすべての番号を記入) 

 

 

 

問18 福祉サービス全般について、あなたが困っていることや心配なことはありますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

１．制度のしくみがわからない 

２．専門用語がわからない 

３．どのサービス提供事業者を 

選んだらよいかわからない 

４．サービス利用の手続がめんどう 

５．サービス提供事業者との契約が 

難しい 

６．利用できるサービス量が少ない 

７．利用したいサービスの種類がない 

８. サービス利用などについて 

相談相手がいない 

９．その他( 

                 ) 

10．特にない 

 

              ご意見をお寄せください 

市の障がい福祉施策について、自由にあなたのご意見、ご要望等をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。返信用封筒に入れ、 

１月△日(○)までに郵便ポストに投函してください。 

（切手を貼る必要はありません。） 



（案）   資料2-3（知的障がい者用） 

 

 

 

アンケート調査
ちょうさ

ご協力
きょうりょく

のお願
ねが

い 
 市民

しみ ん

の皆様
みなさま

には、日頃
ひご ろ

から市政
しせ い

運営
うんえい

にご理解
りか い

、ご協 力
きょうりょく

をいただき、誠
まこと

にありが

とうございます。 

 本市
ほん し

では､平成
へいせい

27年
ねん

３月
がつ

に『第
だい

４期
き

障害
しょうがい

福祉
ふく し

計画
けいかく

』を策定
さくてい

し、さまざまな事業
じぎょう

を展開
てんかい

してきましたが、平成
へいせい

29年度
ねん ど

いっぱいで計画
けいかく

期間
きか ん

の満了
まんりょう

を迎
むか

えることになります。 

今回
こんかい

、計画
けいかく

の改定
かいてい

に向
む

け、これまでの取
と

り組
く

み状
じょう

況
きょう

を点
てん

検
けん

するとともに、市
し

民
みん

の

皆
みな

様
さま

の生
せい

活
かつ

の様
よう

子
す

やご意
い

見
けん

をあらためておうかがいし、より実態
じったい

に即
そく

した内容
ないよう

の新
しん

計画
けいかく

としていくため、アンケート調査
ちょうさ

を実施
じっ し

させていただくことになりました。 

この調査票
ちょうさひょう

は、各障害者
かくしょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

および指定
して い

難病
なんびょう

医療
いりょう

受給
じゅきゅう

対象者
たいしょうしゃ

の方
かた

に

お送
おく

りしています。一人
ひと り

でも多
おお

くの皆様
みなさま

からご回答
かいとう

いただき、可
か

能
のう

な限
かぎ

り計
けい

画
かく

に反映
はんえい

させたいと考
かんが

えています。調査
ちょうさ

は無記名
む き め い

で行
おこな

い、調査
ちょうさ

結果
けっ か

はすべて統計的
とうけいてき

な数値
すう ち

と

して取
と

りまとめますので、どうぞありのままの状 況
じょうきょう

やご意見
いけ ん

をお聞
き

かせください。

ご多忙
たぼ う

の折
おり

大変
たいへん

恐 縮
きょうしゅく

ですが、調査
ちょうさ

の趣旨
しゅ し

をおくみとりいただき、ご協 力
きょうりょく

ください

ますよう、よろしくお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

平成
へいせい

29年
ねん

１月
がつ

               白井
しろい

市長
しちょう

  伊澤
いざわ

 史夫
ふみお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市
し ろ い し

障害
しょうがい

福祉
ふく し

計画
けいかく

改定
かいてい

のためのアンケート調査
ちょうさ

 

１ 質問
しつもん

の中
なか

で「あなた」とは、このアンケート票
ひょう

が送られた宛名
あてな

の方
かた

(ご本人
ほんにん

)をさしています。

お答
こた

えいただく方
かた

はご本人
ほんにん

ですが、ご本人
ほんにん

がお答
こた

えになるのが難
むずか

しい場合には、ご家族
かぞ く

の方
かた

や

介助
かいじょ

・支援者
しえんしゃ

の方
かた

などがご本人
ほんにん

に代
か

わってお答
こた

えいただいてもかまいません。 

なお、回答
かいとう

用紙
よう し

への記入
きにゅう

が難
むずか

しい場合
ばあ い

などは、下記
か き

のお問
と

い合
あ

わせ先
さき

までご相
そう

談
だん

ください。 

２ 住所
じゅうしょ

、氏名
しめい

を記入
きにゅう

する必要
ひつよう

はありません。 

３ 質問
しつもん

によっては回答
かいとう

する方
かた

を限定
げんてい

しているものもありますので、質問
しつもん

の順
じゅん

にお答
こた

えください。 

４ ご記入
きにゅう

はボールペン、万
まん

年
ねん

筆
ひつ

、鉛筆
えんぴつ

などで、黒
くろ

または青色
あおいろ

でお書
か

きください。 

５ お答
こた

えは、あなたのお考
かんが

えに最
もっと

も近
ちか

いと思
おも

われる回答
かいとう

を、質問
しつもん

文
ぶん

最後
さいご

の( )内
ない

に示
しめ

された数
かず

の

範囲
はんい

で選
えら

び、その番号
ばんごう

を○で囲
かこ

んでください。 

６ 「その他
た

( )」に○をつけたときは、( )内
ない

に具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

をご記入
きにゅう

ください。 

ご記入
きにゅう

いただきましたアンケート用紙
ようし

は、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入れて、 

１月○日(△)までに 郵便
ゆうびん

ポストに投函
とうかん

してください。(切手
きって

は不要
ふよう

です) 

この調査
ちょうさ

に関
かん

してのお問
と

い合
あ

わせは、下記
か き

までお願
ねが

いいたします。 

白井市
し ろ い し

役所
やくしょ

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

TEL.047-497-3483／FAX.047-492-3033 
E-mail:syakai-fukushi@city.shiroi.chiba.jp 

ご記入
きにゅう

に当
あ

たってのお願
ねが

い 
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問
とい

１ このアンケートにご記入
きにゅう

いただく方
かた

はどなたですか。(１つに○) 

１．本人
ほんにん

 

２．家族
かぞ く

や介助者
かいじょしゃ

が本人
ほんにん

に聞
き

いて代
だい

筆
ひつ

 

３．施設
しせ つ

職員
しょくいん

等
とう

が本人
ほんにん

に聞
き

いて代筆
だいひつ

 

４．家族
かぞ く

や介助者
かいじょしゃ

が本人
ほんにん

の意向
いこ う

を考
かんが

えて記入
きにゅう

 

５．その他
た

（                        ） 

 

あなたご自身
じしん

についてうかがいます 

問
とい

２ あなたは何歳
なんさい

ですか。(あなたとは、障がい
しょうがい

のある方
かた

ご自身
じし ん

のことをいいます) 

平成
へいせい

29年
ねん

１月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

で満
まん

    歳
とし

 

 

問
とい

３ あなたの性別
せいべつ

はどちらですか。(１つに○) 

１．男性
だんせい

            ２．女性
じょせい

 

 

問
とい

４ あなたの住
す

んでいる地区
ち く

(小学
しょうがっ

校区
こう く

)はどちらですか。(１つに○) 

１．第一
だいいち

小学校区
しょうがっこうく

           ６．南山
みなみやま

小学校区
しょうがっこうく

 

２．第二
だい に

小学校区
しょうがっこうく

           ７．七次台
ななつぎだい

小学校区
しょうがっこうく

 

３．第三
だいさん

小学校区
しょうがっこうく

           ８．池
いけ

の上
かみ

小学校区
しょうがっこうく

 

４．大山口
おおやまぐち

小学校区
しょうがっこうく

          ９．桜台
さくらだい

小学校区
しょうがっこうく

 

５．清水
しみ ず

口
ぐち

小学校区
しょうがっこうく

 

 

問
とい

５ あなたの療育
りょういく

手帳
てちょう

の程度
てい ど

は次
つぎ

のどれですか。(手帳
てちょう

を見
み

て１つに○) 

１． Ⓐ   ２．Ａの１   ３．Ａの２   ４．Ｂの１   ５．Ｂの２ 
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問
とい

６ あなたは、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

または精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけ ん

福祉
ふく し

手帳
てちょう

をお持
も

ちですか。 

（１つに○） 

１．身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を持
も

っている 

２．精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけ ん

福祉
ふく し

手帳
てちょう

を持
も

っている 

３．身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけ ん

福祉
ふく し

手帳
てちょう

の両方
りょうほう

を持
も

っている 

４．どちらも持
も

っていない 

 

問
とい

７ あなたは、下記
か き

の選択肢
せんたくし

のいずれかに当
あ

てはまりますか。 

＊なお、この質問
しつもん

において「難病
なんびょう

（特定
とくてい

疾患
しっかん

）認定
にんてい

を受
う

けている」というのは、

「千葉県
ち ば け ん

から特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

に関
かん

する受給者証
じゅきゅうしゃしょう

の交付
こう ふ

を受
う

けている方
かた

」のこと

を言
い

うこととします。(あてはまるものすべてに○) 

１．介護
かい ご

保険
ほけ ん

の認定
にんてい

を受
う

けている      ３．発達
はったつ

障がい
しょうがい

がある 

２．難病
なんびょう

（特定
とくてい

疾患
しっかん

）認定
にんてい

を受けている   ４．高次
こう じ

脳
のう

機能
きの う

障がい
しょうがい

がある 

※発達
はったつ

障がい
しょうがい

：自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

、その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障がい
しょうがい

、学習
がくしゅう

障がい
しょうがい

、

注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障がい
しょうがい

、その他
た

これに類
るい

する脳
のう

機能
き の う

の障がい
しょうがい

であって、その

症 状
しょうじょう

が通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

において発現
はつげん

するもの。 

※高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障がい
しょうがい

：交通
こうつう

事故
じ こ

や脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

などによる脳
のう

損傷
そんしょう

を原因
げんいん

とする、記憶
き お く

・注意
ちゅうい

・

思考
し こ う

・言語
げ ん ご

などの機能
き の う

障がい
しょうがい

。外
がい

見上
けんじょう

は障がい
しょうがい

が目立
め だ

たないため、周囲
しゅうい

の人
ひと

に理解
り か い

されにくかったり、本人
ほんにん

自身
じ し ん

が障がい
しょうがい

を十分
じゅうぶん

に認識
にんしき

できない

こともある。 

問7-1 (問
とい

７で２をお選
えら

びの方
かた

へ)病名
びょうめい

は何
なん

ですか。(病
びょう

名
めい

を直
ちょく

接
せつ

ご記
き

入
にゅう

ください) 
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あなたの生活
せいかつ

についてうかがいます 

問
とい

８ あなたの現在
げんざい

のお住
す

まい(生活
せいかつ

の場
ば

)はどこですか。１月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

病院
びょういん

に入 院 中
にゅういんちゅう

で、

入院
にゅういん

期間
きか ん

が６か月
げつ

未満
みま ん

の方
かた

は、入院
にゅういん

する前
まえ

のお住
す

まいについてお答えください。 

(１つに○) 

１．戸建
こだ て

て住宅
じゅうたく

（持
も

ち家
いえ

） 

２．戸建て
こ だ て

住宅
じゅうたく

（賃貸
ちんたい

） 

３．集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

（持
も

ち家
いえ

） 

４．集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

（賃貸
ちんたい

） 

５．グループホーム等 

６．福祉
ふく し

施設
しせ つ

 

７．病院
びょういん

に長期
ちょうき

入 院 中
にゅういんちゅう

（６か月
げつ

以上
いじょう

） 

８．その他
た

(           ) 

 

問
とい

９ 現在
げんざい

、どなたと一緒
いっしょ

に暮
く

らしていますか。(あてはまるものすべてに○) 

１．ひとり暮
ぐ

らし   ６．母
はは

      11．その他
た

の親
しん

族
ぞく

 

２．配偶者
はいぐうしゃ

(妻
つま

・夫
おっと

)  ７．祖父母
そ ふ ぼ

    12．友人
ゆうじん

など、家族
かぞ く

以外
いが い

の人
ひと

 

３．子
こ

ども      ８．兄弟
きょうだい

・姉妹
しま い

  13．寮
りょう

や施設
しせ つ

の職員
しょくいん

・仲間
なか ま

 

４．子
こ

どもの配偶者
はいぐうしゃ

  ９．孫
まご

      14．その他
た

(          

５．父
ちち

        10．おい・めい                 ) 

 

問10-あなたは、平日
へいじつ

の昼間
ひる ま

は、おもにどこで(何
なに

をして)過
す

ごしていますか。(１つに○) 

１．幼稚園
ようちえん

や保育
ほい く

園
えん

に通
かよ

っている 

２．「こども発達
はったつ

センター」など保育
ほい く

園
えん

・幼稚園
ようちえん

以外
いが い

の通園
つうえん

施設
しせ つ

に通
かよ

っている 

３．特別
とくべつ

支援
しえ ん

学校
がっこう

（盲
もう

・聾
ろう

・養護
よう ご

学校
がっこう

）に通
かよ

っている 

４．小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

に通
かよ

っている 

５．職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

に通
かよ

っている 

６．高校
こうこう

・大学
だいがく

や専門
せんもん

学校
がっこう

に通
かよ

っている 

７．会社
かいしゃ

などで働
はたら

いている（自営
じえ い

も） 

８．入所
にゅうしょ

施設
しせ つ

で過
す

ごしている 

９．通所
つうしょ

施設
しせ つ

や作業所
さぎょうじょ

などへ通
かよ

っている 

10．自宅
じた く

で過
す

ごしている 

11．その他
た

(                    ) 

 

問
とい

11 あなたの世帯
せた い

のおおよその年収
ねんしゅう

額
がく

をお聞
き

きします。税金
ぜいきん

等
など

を差
さ

し引
ひ

いた額
がく

でお答
こた

え

ください。（○はひとつ） 

１．収 入
しゅうにゅう

はない            ５．250万円
まんえん

以上
いじょう

～500万円
まんえん

未満
みま ん

 

２．100万円
まんえん

未満
みま ん

            ６．500万円
まんえん

以上
いじょう

～1,000万円
まんえん

未満
みま ん

 

３．100万円
まんえん

以上
いじょう

～150万円
まんえん

未満
みま ん

     ７．1,000万円
まんえん

以上
いじょう

 

４．150万円
まんえん

以上
いじょう

～250万円
まんえん

未満
みま ん
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  福祉
ふくし

サービスについてうかがいます 

 

問
とい

12 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

(および、児童
じど う

福祉法
ふくしほう

)に基
もと

づく、主
おも

な福祉
ふく し

サービスは以下
い か

の通
とお

り

です。あなたは、現在
げんざい

これらのサービスを受
う

けていますか。また、サービスを利用
りよ う

している方
かた

は、サービスの内容
ないよう

に満足
まんぞく

していますか。それぞれ一
ひと

つずつ選
えら

び、あて

はまる番号
ばんごう

に○をつけてください。（※現在
げんざい

受
う

けているサービスは、受
じゅ

給
きゅう

者
しゃ

証
しょう

をご

確認
かくにん

ください。)                     (それぞれ１つに○) 

 

 

 

番
号

ば
ん
ご
う 

サービス名
めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内容
ないよう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が 

あ
る
、
利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利
用

り

よ

う

し

た
こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な

い
、
よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 

ふ
つ
う 

 

や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

１ 
居宅
きょたく

介護
かい ご

 

(ホーム 

ヘルプ） 

自宅
じた く

で入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、

食事
しょくじ

の介護
かい ご

等
とう

を行
おこな

いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

２ 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かい ご

 

常
つね

に介
かい

護
ご

を必
ひつ

要
よう

とする

人
ひと

に、総合的
そうごうてき

な介護
かい ご

を

行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

３ 同行
どうこう

援護
えん ご

 

重度
じゅうど

視覚
しか く

障がい者
しょうがいしゃ

(児
じ

)

の外出
がいしゅつ

時
じ

に同行
どうこう

し、

移動
いど う

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

や援護
えん ご

を行
おこな

いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

４ 行動
こうどう

援護
えん ご

 

自己
じ こ

判断
はんだん

能力
のうりょく

が制限
せいげん

さ

れている人
ひと

が行動
こうどう

する

ときに、危険
きけ ん

回避
かい ひ

の援護
えん ご

や外出
がいしゅつ

支援
しえ ん

を行
おこな

いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

５ 
重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

 

包括
ほうかつ

支援
しえ ん

 

介護
かい ご

の必要性
ひつようせい

がきわめ

て高
たか

い人に、居宅
きょたく

介護
かい ご

等
とう

の複数
ふくすう

のサービスを

包括的
ほうかつてき

に行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

①訪問
ほうもん

系
けい

サービス ホームヘルパーが自宅
じたく

等
とう

を訪問
ほうもん

するなどして、提供
ていきょう

されるサービスです。 
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施設
しせつ

等
とう

で昼間
ひるま

に提供
ていきょう

されるサービスです。 

 

 
 

番
号

ば
ん
ご
う サービス名

めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内容
ないよう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利
用

り

よ

う

し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 
ふ
つ
う 

 
や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

６ 生活
せいかつ

介護
かい ご

 

常
つね

に介
かい

護
ご

を必
ひつ

要
よう

とする

人
ひと

に、施設
しせ つ

などで介護
かい ご

や

活動
かつどう

機会
きか い

を提供
ていきょう

しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

７ 

自立
じり つ

訓練
くんれん

 

(機能
きの う

訓練
くんれん

・ 

生活
せいかつ

訓練
くんれん

) 

自立
じり つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れる

よう、一定
いってい

期間
きか ん

、身体
しんたい

機能
きの う

や生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

を行
おこな

いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

８ 就労
しゅうろう

移行
いこ う

支援
しえ ん

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
など

で就労
しゅうろう

を

希望
きぼ う

する人
ひと

に、一定
いってい

期間
きか ん

、就労
しゅうろう

のための

訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

９ 
就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえ ん

 

(Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

) 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
など

での就労
しゅうろう

が

困難
こんなん

な人
ひと

に、就労
しゅうろう

の場
ば

の提供
ていきょう

と、必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

10 療養
りょうよう

介護
かい ご

 

医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
かい ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、病院
びょういん

など

で機能
きの う

訓練
くんれん

や看護
かん ご

・介護
かい ご

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

11 
短期
たん き

入所
にゅうしょ

 

(ショート 

ステイ) 

自宅
じた く

で介護
かい ご

する人
ひと

が

介護
かい ご

できないとき、

短期間
たんきかん

、施設
しせ つ

で介護
かい ご

を

行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
 

②日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 
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番
号

ば
ん
ご
う サービス名

めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内容
ないよう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ
る
、
利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利
用

り

よ

う

し
た
こ

と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な
い
、
よ
く

わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 
ふ
つ
う 

 

や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

12 
共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

(グループ 

ホーム) 

共
きょう

同
どう

生
せい

活
かつ

を行
おこな

う住
じゅう

居
きょ

で、相談
そうだん

や日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

13 施設
しせ つ

入所
にゅうしょ

支援
しえ ん

 

施設
しせ つ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

に、夜間
やか ん

や休日
きゅうじつ

、介護
かい ご

等
とう

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③居住
きょじゅう

系
けい

サービス グループホーム、ケアホーム、施設
しせつ

で夜間
やかん

に提供
ていきょう

されるサービスです。 
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番
号

ば
ん
ご
う 

サービス名
めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内
ない

容
よう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ

る
、
利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な

い
、
よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 
ふ
つ
う 

 
や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

14 計画
けいかく

相談
そうだん

支援
しえ ん

 

障がい
しょうがい

福祉
ふく し

サービス等
とう

を利用
りよ う

する人
ひと

のサービ

ス利用
りよ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、

支援
しえ ん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

15 地域
ちい き

移行
いこ う

支援
しえ ん

 

施設
しせ つ

等
とう

に入所
にゅうしょ

・入院
にゅういん

し

ている方
かた

に、住居
じゅうきょ

の

確保
かく ほ

や地域
ちい き

生活
せいかつ

へ移行
いこ う

するための相談
そうだん

や支援
しえ ん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

16 地域
ちい き

定着
ていちゃく

支援
しえ ん

 

自宅
じた く

において単身
たんしん

等
など

で

生活
せいかつ

している方
かた

に、常時
じょうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を確保
かく ほ

し、

緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

を行
おこな

い

ます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④相談
そうだん

支援
しえん

 福祉
ふくし

サービス利用
りよう

計画
けいかく

の作成
さくせい

や、地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するためのサービスです。 
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番
号

ば
ん
ご
う サービス名

めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内容
ないよう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利り

用よ
う

し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 
ふ
つ
う 

 
や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

17 相談
そうだん

支援
しえ ん

事業
じぎょう

 

障
しょう

がいのある人
ひと

やその

介助
かいじょ

・支援者
しえんしゃ

などからの

相談
そうだん

に応
おう

じます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

18 
成年
せいねん

後見
こうけん

利用
りよ う

支援
しえ ん

事業
じぎょう

 

「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せい ど

」による

支援
しえ ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、

制度
せい ど

の利用
りよ う

を支援
しえ ん

しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

19 
意思
い し

疎通
そつ う

支援
しえ ん

 

事業
じぎょう

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

の派遣
はけ ん

等
とう

を行
おこな

います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

20 
日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よう ぐ

 

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

における福祉
ふく し

用具
よう ぐ

を給付
きゅうふ

します。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

21 移動
いど う

支援
しえ ん

事業
じぎょう

 

屋外
おくがい

での移動
いど う

が困難
こんなん

な

人
ひと

に、外出
がいしゅつ

のための

支援
しえ ん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

22 
地域
ちい き

活動
かつどう

支援
しえ ん

センター事業
じぎょう

 

地域
ちい き

活動
かつどう

支援
しえ ん

センター

で、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の支援
しえ ん

を

行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

23 
日中
にっちゅう

一時
いち じ

支援
しえ ん

事業
じぎょう

 

家族
かぞ く

の就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

及
およ

び一
いち

時
じ

的
てき

な休息
きゅうそく

のため、障
しょう

がいのある人
ひと

などの

日中
にっちゅう

の活動
かつどう

の場
ば

を

提供
ていきょう

します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

24 
生活
せいかつ

サポート

事業
じぎょう

 

必要
ひつよう

に応
おう

じて、家事
か じ

など

の支援
しえ ん

を行
おこな

います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

(※次
つぎ

のページに続
つづ

きます) 

⑤地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

 その他
た

、地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するためのサービスです。 
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25 
訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

 

サービス事業
じぎょう

 

自宅
じた く

へ巡回
じゅんかい

入浴車
にゅうよくしゃ

を

派遣
はけ ん

し、入浴
にゅうよく

サービス

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

26 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

 

免許
めんきょ

取得費
しゅとくひ

 

補助
ほじ ょ

事業
じぎょう

 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

に

必要
ひつよう

な費用
ひよ う

の一部
いち ぶ

を

助成
じょせい

します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

27 
自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

 

補助
ほじ ょ

事業
じぎょう

 

自動車
じどうしゃ

の改造
かいぞう

に必要
ひつよう

な

費用
ひよ う

の一部
いち ぶ

を助成
じょせい

しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

※18歳
さい

以上の方は、問
とい

15にお進みください。 

 

 

【この設問
せつもん

は、18歳
さい

未満
みま ん

の方
ほう

がお答
こた

えください。】 

 

  

番
号

ば
ん
ご
う サービス名

めい

 
サービス事

じ

業者
ぎょうしゃ

が 

行
おこな

う内容
ないよう

 

利用
りよ う

状 況
じょうきょう

 満足度
まんぞくど

 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用

り

よ

う

し
て
い
る 

知し

っ
て
い
る
が
利
用

り

よ

う

し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知し

ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足

ま
ん
ぞ
く 

や
や
満
足

ま
ん
ぞ
く 

ふ
つ
う 

 

や
や
不
満

ふ

ま

ん 

不
満

ふ

ま

ん 

28 児童
じど う

発達
はったつ

支援
しえ ん

 

就学前
しゅうがくまえ

の児童
じど う

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な

動作
どう さ

の指導
しど う

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

い

ます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

29 
医療型
いりょうがた

児童
じど う

 

発達
はったつ

支援
しえ ん

 

肢体
した い

不自由
ふ じ ゆ う

がある児童
じど う

に、医療的
いりょうてき

管理
かん り

のもと、

理学
りが く

療法
りょうほう

などの機能
きの う

訓練
くんれん

や、支援
しえ ん

を行
おこな

いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

(※次
つぎ

のページに続
つづ

きます) 

⑥障がい児
しょう が い じ

支援
しえん

 障
しょう

がい児
じ

のみなさんに対
たい

するサービスです。 
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30 
放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

就学
しゅうがく

している障
しょう

がい

児
じ

に対
たい

し、放課後
ほ う か ご

や

休校
きゅうこう

日
び

に生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

や、

社会
しゃかい

交流
こうりゅう

の機会
きか い

を

提供
ていきょう

します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

31 
保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえ ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

を訪問
ほうもん

して、

障
しょう

がいのある児童
じど う

に、

障
しょう

がいのない児童
じど う

との

集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のた

めの支援
しえ ん

を行
おこな

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

問
とい

13 以下
い か

の質問
しつもん

は、問
とい

12にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「１ 利用
りよ う

したことがある、利用
りよ う

している」を選
えら

んだ方
かた

のみ、お答
こた

えください。 

 

①「①訪問
ほうもん

系
けい

サービス」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

んだ方
かた

は、

その主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 

 

②「②日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

ん

だ方
かた

は、その主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 

 

③「③居住
きょじゅう

系
けい

サービス」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

んだ方
かた

は、

その主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 
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④「④相談
そうだん

支援
しえ ん

」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

んだ方
かた

は、その

主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 

 

⑤「⑤地域
ちい き

生活
せいかつ

支援
しえ ん

事業
じぎょう

」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

んだ方
かた

は、その主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 

 

⑥「⑥障がい児
しょ う が い じ

支援
しえ ん

」のいずれかについて、「不満
ふま ん

」または「やや不満
ふま ん

」を選
えら

んだ方
かた

は、

その主
おも

な理由
りゆ う

を次
つぎ

から選
えら

んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術
ぎじゅつ

が低
ひく

い     ４．要望
ようぼう

を聞
き

いてもらえない 

２．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない     ５．制約
せいやく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い      ６．その他
た

（             ） 

 

 

問
とい

14 以下
い か

の質問
しつもん

は、問
とい

12にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「２ 知
し

っ

ているが利用
りよ う

したことはない」を選
えら

んだ方
かた

のみ、お答
こた

えください。 

 

①「①訪問
ほうもん

系
けい

サービス」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 

 

②「②日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 

 

③「③居住
きょじゅう

系
けい

サービス」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 
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④「④相談
そうだん

支援
しえ ん

」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 

 

⑤「⑤地域
ちい き

生活
せいかつ

支援
しえ ん

事業
じぎょう

」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 

 

⑥「⑥障がい児
しょ う が い じ

支援
しえ ん

」を利用
りよ う

したことがない主
おも

な理由
りゆ う

は何
なん

ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要
ひつよう

としていない ４．経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

が重
おも

い 

２．資格
しか く

要件
ようけん

が厳
きび

しい        ５．制
せい

約
やく

が多
おお

く使
つか

いづらい 

３．提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

がない、少
すく

ない    ６．その他
た

（            ） 

 

問
とい

15 今
こん

後
ご

３年間
ねんかん

で、あなたが新
あら

たに、または引
ひ

き続
つづ

き利用
りよ う

したい福祉
ふく し

サービスはありま

すか。ある方
かた

は、そのサービスの番
ばん

号
ごう

をお書
か

きください。なお、サービスの番号
ばんごう

は、

問
とい

12の番号
ばんごう

（1～31番
ばん

）からお選
えら

びください。(あてはまるものすべての番号
ばんごう

を記入
きにゅう

) 

 

 

 

 

問
とい

16 福祉
ふく し

サービス全般
ぜんぱん

について、あなたが困
こま

っていることや心配
しんぱい

なことはありますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

１．制度
せい ど

のしくみがわからない 

２．専門用語
せんもんようご

がわからない 

３．どのサービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

を 

選
えら

んだらよいかわからない 

４．サービス利用
りよ う

の手続
てつづき

がめんどう 

５．サービス提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

との契
けい

約
やく

が 

難
むずか

しい 

６．利用
りよ う

できるサービス量
りょう

が少
すく

ない 

７．利用
りよ う

したいサービスの種類
しゅるい

がない 

８. サービス利用
りよ う

などについて 

相談
そうだん

相手
あい て

がいない 

９．その他
た

( 

                 ) 

10．特
とく

にない 
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              ご意
い

見
けん

をお寄
よ

せください 

今
いま

までおうかがいしたことの他
ほか

に、ご意
い

見
けん

、ご要
よう

望
ぼう

がありましたら、お聞
き

かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れ、 

１月
がつ

△日
にち

(○)までに郵便
ゆうびん

ポストに投函
とうかん

してください。 

（切手
きって

を貼
は

る必要
ひつよう

はありません。） 



（案）   資料2-4（精神障がい者用） 

 

 

 

アンケート調査ご協力のお願い 
 市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 本市では､平成27年3月に『第4期障害福祉計画』を策定し、さまざまな事業を展開

してきましたが、平成29年度いっぱいで計画期間の満了を迎えることになります。 

今回、計画の改定に向け、これまでの取り組み状況を点検するとともに、市民の皆

様の生活の様子やご意見をあらためてお伺いし、より実態に即した内容の新計画とし

ていくため、アンケート調査を実施させていただくことになりました。 

この調査票は、各障害者手帳の所持者および指定難病医療受給対象者の方にお送り

しています。一人でも多くの皆様からご回答をいただき、可能な限り計画に反映させ

たいと考えています。調査は無記名で行い、調査結果はすべて統計的な数値として取

りまとめますので、どうぞありのままの状況やご意見をお聞かせください。ご多忙の

折大変恐縮ですが、調査の趣旨をおくみとりいただき、ご協力くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

平成29年１月 

白井市長  伊澤 史夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市障害福祉計画改定のためのアンケート調査 

１ 質問の中で「あなた」とは、このアンケート票が送られた宛名の方(ご本人)をさしていま

す。お答えいただく方はご本人ですが、ご本人がお答えになるのが難しい場合には、ご家族

の方や介助・支援者の方などがご本人に代わってお答えいただいてもかまいません。 

なお、回答用紙への記入が難しい場合などは、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 

２ 住所、氏名を記入する必要はありません。 

３ 質問によっては回答する方を限定しているものもありますので、質問の順にお答えください。

４ ご記入はボールペン、万年筆、鉛筆などで、黒または青色でお書きください。 

５ お答えは、あなたのお考えに最も近いと思われる回答を、質問文最後の( )内に示された

数の範囲で選び、その番号を○で囲んでください。 

６ 「その他( )」に○をつけたときは、( )内に具体的な内容をご記入ください。 

ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、 

１月○日(△)までに 郵便ポストに投函してください。(切手は不要です) 

この調査に関してのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 

白井市 健康福祉部 社会福祉課 
TEL.047-497-3483／FAX.047-492-3033 

E-mail:syakai-fukushi@city.shiroi.chiba.jp 

ご記入に当たってのお願い 
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問１ このアンケートにご記入いただく方はどなたですか。(１つに○) 

１．本人 

２．家族や介助者が本人に聞いて代筆 

３．施設職員等が本人に聞いて代筆 

４．家族や介助者が本人の意向を考えて記入 

５．その他（                        ） 

 

あなたご自身についてうかがいます 

問２ あなたは何歳ですか。(あなたとは、障がいのある方ご自身のことをいいます) 

平成29年１月１日現在で満    歳 

問３ あなたの性別はどちらですか。(１つに○) 

１．男性            ２．女性 

 

問４ あなたの住んでいる地区(小学校区)はどちらですか。(１つに○) 

１．第一小学校区           ６．南山小学校区 

２．第二小学校区           ７．七次台小学校区 

３．第三小学校区           ８．池の上小学校区 

４．大山口小学校区          ９．桜台小学校区 

５．清水口小学校区 

 

問５ あなたの精神障害者保健福祉手帳の等級は次のどれですか。(手帳を見て１つに○) 

１．１ 級    ２．２ 級    ３．３ 級    ４．持っていない 

   

問６ あなたの精神障がいの種類は次のどれですか。あてはまるものすべてに○をつけ、

２つ以上あるときは、その中で生活上、最も不便を感じる障がいに◎をつけてくだ

さい。 

１．統合失調症             ７．中毒性精神障がい 

２．気分障がい（そううつ病など）       （薬物、アルコールなど） 

３．非定形精神病            ８．神経症 

４．人格障がい             ９．その他（          ） 

５．てんかん              10．わからない 

６．器質性精神障がい 
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問７ あなたが初めて精神科・神経科で診療を受けたのは何歳ごろですか。(１つに○) 

１．    歳頃      ２．わからない 

 

問８ あなたは、「自立支援医療制度」（精神通院）を利用していますか。(１つに○) 

１．利用している 

２．制度は知っているが利用していない 

３．制度のことを知らなかった 

 

問９ あなたは、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちですか。(１つに○) 

１．身体障害者手帳を持っている 

２．療育手帳を持っている 

３．身体障害者手帳、療育手帳の両方を持っている 

４．どちらも持っていない 

 

問10 あなたは、下記の選択肢のいずれかに当てはまりますか。 

＊なお、この質問において「難病（特定疾患）認定を受けている」というのは、

「千葉県から特定疾患医療に関する受給者証の交付を受けている方」のことを

言うこととします。             (あてはまるものすべてに○) 

１．介護保険の認定を受けている      ３．発達障がいがある 

２．難病（特定疾患）認定を受けている   ４．高次脳機能障がいがある 

 

※発達障がい：自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注

意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症

状が通常低年齢において発現するもの。 

※高次脳機能障がい：交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする、記憶・注意・

思考・言語などの機能障がい。外見上は障がいが目立たないため、周囲

の人に理解されにくかったり、本人自身が障がいを十分に認識できない

こともある。 

 

問10-1 (問10で２をお選びの方へ)病名は何ですか。(病名を直接ご記入ください) 
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あなたの生活についてうかがいます 

問11 あなたの現在のお住まい(生活の場)はどこですか。１月１日現在病院に入院中で、

入院期間が６か月未満の方は、入院する前のお住まいについてお答えください。 

(１つに○) 

１．戸建て住宅（持ち家） 

２．戸建て住宅（賃貸） 

３．集合住宅（持ち家） 

４．集合住宅（賃貸） 

５．グループホーム等 

６．福祉施設 

７．病院に長期入院中（６か月以上） 

８．その他(           ) 

 

問12 現在、どなたと一緒に暮らしていますか。(あてはまるものすべてに○) 

１．ひとり暮らし   ６．母      11．その他の親族 

２．配偶者(妻・夫)  ７．祖父母    12．友人など家族以外の人 

３．子ども      ８．兄弟・姉妹  13．寮や施設の職員・仲間 

４．子どもの配偶者  ９．孫      14．その他(          

５．父        10．おい・めい                 ) 

 

問13 あなたは、平日の昼間は、おもにどこで(何をして)過ごしていますか。(１つに○) 

１．幼稚園や保育園に通っている 

２．「こども発達センター」など保育園・幼稚園以外の通園施設に通っている 

３．特別支援学校（盲・聾・養護学校）に通っている 

４．小学校・中学校に通っている 

５．職業訓練校に通っている 

６．高校・大学や専門学校に通っている 

７．会社などで働いている（自営も） 

８．入所施設で過ごしている 

９．通所施設や作業所などへ通っている 

10．自宅で過ごしている 

11．その他(                    ) 

 

問14 あなたの世帯のおおよその年収額をお聞きします。税金等を差し引いた額でお答え

ください。（○はひとつ） 

１．収入はない            ５．250万円以上～500万円未満 

２．100万円未満           ６．500万円以上～1、000万円未満 

３．100万円以上～150万円未満    ７．1、000万円以上 

４．150万円以上～250万円未満 
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  福祉サービスについてうかがいます 

 

問15 障害者総合支援法(および、児童福祉法)に基づく、主な福祉サービスは以下の通り

です。あなたは、現在これらのサービスを受けていますか。また、サービスを利用

している方は、サービスの内容に満足していますか。それぞれ一つずつ選び、あて

はまる番号に○をつけてください。（※現在受けているサービスは、受給者証をご確

認ください。） 

(それぞれ１つに○) 

 

 

 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

１ 

居宅介護 

(ホーム 

ヘルプ） 

自宅で入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

２ 重度訪問介護 

常に介護を必要とする

人に、総合的な介護を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

３ 同行援護 

重度視覚障がい者(児)

の外出時に同行し、移動

に必要な情報の提供や

援護を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

４ 行動援護 

自己判断能力が制限さ

れている人が行動する

ときに、危険回避の援護

や外出支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

５ 
重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がきわめ

て高い人に、居宅介護等

の複数のサービスを包

括的に行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

①訪問系サービス ホームヘルパーが自宅等を訪問するなどして、提供されるサービスです。
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施設等で昼間に提供されるサービスです。  
 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

６ 生活介護 

常に介護を必要とする

人に、施設などで介護や

活動機会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

７ 

自立訓練 

(機能訓練・ 

生活訓練) 

自立した生活が送れる

よう、一定期間、身体機

能や生活能力向上のた

めの訓練を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

８ 就労移行支援 

一般企業等で就労を希

望する人に、一定期間、

就労のための訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

９ 
就労継続支援 

(Ａ型・Ｂ型) 

一般企業等での就労が

困難な人に、就労の場の

提供と、必要な訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

10 療養介護 

医療と常時介護を必要

とする人に、病院などで

機能訓練や看護・介護を

行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

11 

短期入所 

(ショート 

ステイ) 

自宅で介護する人が介

護できないとき、短期

間、施設で介護を行いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

②日中活動系サービス 
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番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

12 

共同生活援助 

(グループ 

ホーム) 

共同生活を行う住居で、

相談や日常生活上の援

助を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

13 施設入所支援 

施設に入所している人

に、夜間や休日、介護等

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

14 計画相談支援 

障がい福祉サービス等

を利用する人のサービ

ス利用計画を作成し、支

援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

15 地域移行支援 

施設等に入所・入院して

いる方に、住居の確保や

地域生活へ移行するた

めの相談や支援を行い

ます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

16 地域定着支援 

自宅において単身等で

生活している方に、常時

の連絡体制を確保し、緊

急時の対応を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

③居住系サービス グループホーム、ケアホーム、施設で夜間に提供されるサービスです。 

④相談支援 福祉サービス利用計画の作成や、地域生活を支援するためのサービスです。 
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番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

17 相談支援事業 

障がいのある人やその

介助・支援者などからの

相談に応じます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

18 
成年後見利用

支援事業 

「成年後見制度」による

支援を必要とする人に、

制度の利用を支援しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

19 意思疎通支援 
手話通訳者等の派遣等

を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

20 
日常生活用具 

給付等事業 

日常生活における福祉

用具を給付します。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

21 移動支援事業 

屋外での移動が困難な

人に、外出のための支援

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

22 
地域活動支援

センター事業 

地域活動支援センター

で、日中活動の支援を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

23 
日中一時支援

事業 

家族の就労支援及び一

時的な休息のため、障が

いのある人などの日中

の活動の場を提供しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

24 
生活サポート

事業 

必要に応じて、家事など

の支援を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

25 
訪問入浴 

サービス事業 

自宅へ巡回入浴車を派

遣し、入浴サービスを行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

26 

自動車運転 

免許取得費 

補助事業 

自動車運転免許取得に

必要な費用の一部を助

成します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

27 
自動車改造費 

補助事業 

自動車の改造に必要な

費用の一部を助成しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

⑤地域生活支援事業 その他、地域生活を支援するためのサービスです。 
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※18歳以上の方は、問15にお進みください。 

 

 

【この設問は、18歳未満の方がお答えください。】 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

28 児童発達支援 

就学前の児童に、日常生

活における基本的な動

作の指導、集団生活への

適応訓練等を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

29 
医療型児童 

発達支援 

肢体不自由がある児童

に、医療的管理のもと、

理学療法などの機能訓

練や、支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

30 
放課後等 

デイサービス 

就学している障がい児

に対し、放課後や休校日

に生活能力向上のため

の訓練や、社会交流の機

会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

31 
保育所等訪問

支援 

保育所等を訪問して、障

がいのある児童に、障が

いのない児童との集団

生活への適応のための

支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

⑥障がい児支援 障がい児のみなさんに対するサービスです。 



3A 

 9 

問16 以下の質問は、問15にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「１ 利用

したことがある、利用している」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

②「②日中活動系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ

方は、その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

③「③居住系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

④「④相談支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、その

主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方

は、その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 
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⑥「⑥障がい児支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

問17 以下の質問は、問15にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「２ 知っ

ているが利用したことはない」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

②「②日中活動系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

③「③居住系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

④「④相談支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 
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⑥「⑥障がい児支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

問18 今後３年間で、あなたが新たに、または引き続き利用したい福祉サービスはありま

すか。ある方は、そのサービスの番号をお書きください。なお、サービスの番号は、

問15の番号（1～31）からお選びください。(あてはまるものすべての番号を記入) 

 

 

 

問19 福祉サービス全般について、あなたが困っていることや心配なことはありますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

１．制度のしくみがわからない 

２．専門用語がわからない 

３．どのサービス提供事業者を 

選んだらよいかわからない 

４．サービス利用の手続がめんどう 

５．サービス提供事業者との契約が 

難しい 

６．利用できるサービス量が少ない 

７．利用したいサービスの種類がない 

８. サービス利用などについて 

相談相手がいない 

９．その他( 

                 ) 

10．特にない 

 

              ご意見をお寄せください 

市の障がい福祉施策について、自由にあなたのご意見、ご要望等をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。返信用封筒に入れ、 

１月△日(○)までに郵便ポストに投函してください。 

（切手を貼る必要はありません。） 



（案）     資料2-5（難病患者用） 

 

 

 

アンケート調査ご協力のお願い 
 市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 本市では､平成27年3月に『第4期障害福祉計画』を策定し、さまざまな事業を展開

してきましたが、平成29年度いっぱいで計画期間の満了を迎えることになります。 

今回、計画の改定に向け、これまでの取り組み状況を点検するとともに、市民の皆

様の生活の様子やご意見をあらためてお伺いし、より実態に即した内容の新計画とし

ていくため、アンケート調査を実施させていただくことになりました。 

この調査票は、各障害者手帳の所持者および指定難病医療受給対象者の方にお送り

しています。一人でも多くの皆様からご回答をいただき、可能な限り計画に反映させ

たいと考えています。調査は無記名で行い、調査結果はすべて統計的な数値として取

りまとめますので、どうぞありのままの状況やご意見をお聞かせください。ご多忙の

折大変恐縮ですが、調査の趣旨をおくみとりいただき、ご協力くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

平成29年１月 

白井市長  伊澤 史夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市障害福祉計画改定のためのアンケート調査 

１ 質問の中で「あなた」とは、このアンケート票が送られた宛名の方(ご本人)をさしていま

す。お答えいただく方はご本人ですが、ご本人がお答えになるのが難しい場合には、ご家族

の方や介助・支援者の方などがご本人に代わってお答えいただいてもかまいません。 

なお、回答用紙への記入が難しい場合などは、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 

２ 住所、氏名を記入する必要はありません。 

３ 質問によっては回答する方を限定しているものもありますので、質問の順にお答えください。

４ ご記入はボールペン、万年筆、鉛筆などで、黒または青色でお書きください。 

５ お答えは、あなたのお考えに最も近いと思われる回答を、質問文最後の( )内に示された

数の範囲で選び、その番号を○で囲んでください。 

６ 「その他( )」に○をつけたときは、( )内に具体的な内容をご記入ください。 

ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、 

１月○日(△)までに 郵便ポストに投函してください。(切手は不要です) 

この調査に関してのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 

白井市 健康福祉部 社会福祉課 
TEL.047-497-3483／FAX.047-492-3033 

E-mail:syakai-fukushi@city.shiroi.chiba.jp 

ご記入に当たってのお願い 
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問１ このアンケートにご記入いただく方はどなたですか。(１つに○) 

１．本人 

２．家族や介助者が本人に聞いて代筆 

３．施設職員等が本人に聞いて代筆 

４．家族や介助者が本人の意向を考えて記入 

５．その他（                        ） 

 

 

 

 

あなたご自身についてうかがいます 

問２ あなたは何歳ですか。(あなたとは、障がいのある方ご自身のことをいいます) 

平成29年１月１日現在で満    歳 

 

 

問３ あなたの性別はどちらですか。(１つに○) 

１．男性            ２．女性 

 

 

問４ あなたの住んでいる地区(小学校区)はどちらですか。(１つに○) 

１．第一小学校区           ６．南山小学校区 

２．第二小学校区           ７．七次台小学校区 

３．第三小学校区           ８．池の上小学校区 

４．大山口小学校区          ９．桜台小学校区 

５．清水口小学校区 
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歳頃 

問５ あなたのご病気は何ですか。(病名を直接ご記入ください) 

 

 

 

問６ あなたがその病気になった（または病気であることを知った）のは何歳頃ですか。 

 

 

 

 

問７ あなたは、下記の選択肢のいずれかに当てはまりますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

１．要介護認定を受けている 

２．発達障がいがある 

３．高次脳機能障がいがある 

※発達障がい：自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注

意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症

状が通常低年齢において発現するもの。 

※高次脳機能障がい：交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする、記憶・注意・

思考・言語などの機能障がい。外見上は障がいが目立たないため、周囲

の人に理解されにくかったり、本人自身が障がいを十分に認識できない

こともある。 
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あなたの生活についてうかがいます 

問８ あなたの現在のお住まい(生活の場)はどこですか。１月１日現在病院に入院中で、

入院期間が６か月未満の方は、入院する前のお住まいについてお答えください。 

(１つに○) 

１．戸建て住宅（持ち家） 

２．戸建て住宅（賃貸） 

３．集合住宅（持ち家） 

４．集合住宅（賃貸） 

５．グループホーム等 

６．福祉施設 

７．病院に長期入院中（６か月以上） 

８．その他(           ) 

 

問９ 現在、どなたと一緒に暮らしていますか。(あてはまるものすべてに○) 

１．ひとり暮らし   ６．母      11．その他の親族 

２．配偶者(妻・夫)  ７．祖父母    12．友人など家族以外の人 

３．子ども      ８．兄弟・姉妹  13．寮や施設の職員・仲間 

４．子どもの配偶者  ９．孫      14．その他(          

５．父        10．おい・めい                 ) 

 

問10 あなたは、平日の昼間は、おもにどこで(何をして)過ごしていますか。(１つに○) 

１．幼稚園や保育園に通っている 

２．「こども発達センター」など保育園・幼稚園以外の通園施設に通っている 

３．特別支援学校（盲・聾・養護学校）に通っている 

４．小学校・中学校に通っている 

５．職業訓練校に通っている 

６．高校・大学や専門学校に通っている 

７．会社などで働いている（自営も） 

８．入所施設で過ごしている 

９．通所施設や作業所などへ通っている 

10．自宅で過ごしている 

11．その他(                    ) 

 

問11 あなたの世帯のおおよその年収額をお聞きします。税金等を差し引いた額でお答え

ください。（○はひとつ） 

１．収入はない            ５．250万円以上～500万円未満 

２．100万円未満           ６．500万円以上～1、000万円未満 

３．100万円以上～150万円未満    ７．1、000万円以上 

４．150万円以上～250万円未満 
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  福祉サービスについてうかがいます 

 

問12 障害者総合支援法(および、児童福祉法)に基づく、主な福祉サービスは以下の通り

です。あなたは、現在これらのサービスを受けていますか。また、サービスを利用

している方は、サービスの内容に満足していますか。それぞれ一つずつ選び、あて

はまる番号に○をつけてください。（※現在受けているサービスは、受給者証をご確

認ください。） 

(それぞれ１つに○) 

 

 

 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

１ 
居宅介護 

ホームヘルプ） 

自宅で入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

２ 重度訪問介護 

常に介護を必要とする

人に、総合的な介護を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

３ 同行援護 

重度視覚障がい者(児)

の外出時に同行し、移動

に必要な情報の提供や

援護を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

４ 行動援護 

自己判断能力が制限さ

れている人が行動する

ときに、危険回避の援護

や外出支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

５ 
重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がきわめ

て高い人に、居宅介護等

の複数のサービスを包

括的に行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

①訪問系サービス ホームヘルパーが自宅等を訪問するなどして、提供されるサービスです。
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施設等で昼間に提供されるサービスです。  
 

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

６ 生活介護 

常に介護を必要とする

人に、施設などで介護や

活動機会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

７ 

自立訓練 

(機能訓練・ 

生活訓練) 

自立した生活が送れる

よう、一定期間、身体機

能や生活能力向上のた

めの訓練を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

８ 就労移行支援 

一般企業等で就労を希

望する人に、一定期間、

就労のための訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

９ 
就労継続支援 

(Ａ型・Ｂ型) 

一般企業等での就労が

困難な人に、就労の場の

提供と、必要な訓練を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

10 療養介護 

医療と常時介護を必要

とする人に、病院などで

機能訓練や看護・介護を

行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

11 

短期入所 

(ショート 

ステイ) 

自宅で介護する人が介

護できないとき、短期

間、施設で介護を行いま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②日中活動系サービス 
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番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

12 

共同生活援助 

(グループ 

ホーム) 

共同生活を行う住居で、

相談や日常生活上の援

助を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

13 施設入所支援 

施設に入所している人

に、夜間や休日、介護等

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

14 計画相談支援 

障がい福祉サービス等

を利用する人のサービ

ス利用計画を作成し、支

援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

15 地域移行支援 

施設等に入所・入院して

いる方に、住居の確保や

地域生活へ移行するた

めの相談や支援を行い

ます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

16 地域定着支援 

自宅において単身等で

生活している方に、常時

の連絡体制を確保し、緊

急時の対応を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

③居住系サービス グループホーム、ケアホーム、施設で夜間に提供されるサービスです。 

④相談支援 福祉サービス利用計画の作成や、地域生活を支援するためのサービスです。 
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番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

17 相談支援 

障がいのある人やその

介助・支援者などからの

相談に応じます。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

18 
成年後見利用

支援事業 

「成年後見制度」による

支援を必要とする人に、

制度の利用を支援しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

19 意思疎通支援 
手話通訳者等の派遣等

を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

20 
日常生活用具 

給付等事業 

日常生活における福祉

用具を給付します。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

21 移動支援事業 

屋外での移動が困難な

人に、外出のための支援

を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

22 
地域活動支援

センター事業 

地域活動支援センター

で、日中活動の支援を行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

23 
日中一時支援

事業 

家族の就労支援及び一

時的な休息のため、障が

いのある人などの日中

の活動の場を提供しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

24 
生活サポート

事業 

必要に応じて、家事など

の支援を行います。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

25 
訪問入浴 

サービス事業 

自宅へ巡回入浴車を派

遣し、入浴サービスを行

います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

26 

自動車運転 

免許取得費 

補助事業 

自動車運転免許取得に

必要な費用の一部を助

成します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

27 
自動車改造費 

補助事業 

自動車の改造に必要な

費用の一部を助成しま

す。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

⑤地域生活支援事業 その他、地域生活を支援するためのサービスです。 
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※18歳以上の方は、問15にお進みください。 

 

 

【この設問は、18歳未満の方がお答えください。】 

 

  

番
号 サービス名 

サービス事業者が 

行う内容 

利用状況 満足度 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
、 

利
用
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い 

サ
ー
ビ
ス
を
知
ら
な
い
、

よ
く
わ
か
ら
な
い 

満
足 

や
や
満
足 

ふ
つ
う 

や
や
不
満 

不
満 

28 児童発達支援 

就学前の児童に、日常生

活における基本的な動

作の指導、集団生活への

適応訓練等を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

29 
医療型児童 

発達支援 

肢体不自由がある児童

に、医療的管理のもと、

理学療法などの機能訓

練や、支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

30 
放課後等 

デイサービス 

就学している障がい児

に対し、放課後や休校日

に生活能力向上のため

の訓練や、社会交流の機

会を提供します。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

31 
保育所等訪問

支援 

保育所等を訪問して、障

がいのある児童に、障が

いのない児童との集団

生活への適応のための

支援を行います。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

⑥障がい児支援 障がい児のみなさんに対するサービスです。 
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問13 以下の質問は、問12にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「１ 利用

したことがある、利用している」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

②「②日中活動系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ

方は、その主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

③「③居住系サービス」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

④「④相談支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、その

主な理由を次から選んでください。(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方

は、その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 
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⑥「⑥障がい児支援」のいずれかについて、「不満」または「やや不満」を選んだ方は、

その主な理由を次から選んでください。 

(○は１つ) 

１．サービス技術が低い     ４．要望を聞いてもらえない 

２．提供事業者が少ない     ５．制約が多く使いづらい 

３．経済的負担が重い      ６．その他（             ） 

 

問14 以下の質問は、問12にあるサービスのうち、いずれかのサービスについて「２ 知っ

ているが利用したことはない」を選んだ方のみ、お答えください。 

 

①「①訪問系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

②「②日中活動系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

③「③居住系サービス」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

④「④相談支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

⑤「⑤地域生活支援事業」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 
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⑥「⑥障がい児支援」を利用したことがない主な理由は何ですか。(○は１つ) 

１．そのサービスを必要としていない ４．経済的負担が重い 

２．資格要件が厳しい        ５．制約が多く使いづらい 

３．提供事業者がない、少ない    ６．その他（            ） 

 

問15 今後３年間で、あなたが新たに、または引き続き利用したい福祉サービスはありま

すか。ある方は、そのサービスの番号をお書きください。なお、サービスの番号は、

問12の番号（1～31）からお選びください。(あてはまるものすべての番号を記入) 

 

 

 

問16 福祉サービス全般について、あなたが困っていることや心配なことはありますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

１．制度のしくみがわからない 

２．専門用語がわからない 

３．どのサービス提供事業者を 

選んだらよいかわからない 

４．サービス利用の手続がめんどう 

５．サービス提供事業者との契約が 

難しい 

６．利用できるサービス量が少ない 

７．利用したいサービスの種類がない 

８. サービス利用などについて 

相談相手がいない 

９．その他( 

                 ) 

10．特にない 

 

              ご意見をお寄せください 

市の障がい福祉・難病施策について、自由にあなたのご意見、ご要望等をお聞かせ

ください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。返信用封筒に入れ、 

１月△日(○)までに郵便ポストに投函してください。 

（切手を貼る必要はありません。） 



（案）  資料2-6（障がいのない市民用） 

 

 

 

アンケート調査ご協力のお願い 
 市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 本市では､平成27年３月に『第４期障害福祉計画』を策定し、さまざまな事業を展

開してきましたが、平成29年度いっぱいで計画期間の満了を迎えることになります。 

今回、計画の改定に向け、これまでの取り組み状況を点検するとともに、障がいの

ある市民だけでなく障がいのない市民の皆様のご意見もあらためてお伺いし、より実

態に即した内容の新計画としていくため、アンケート調査を実施させていただくこと

になりました。対象の方は、各障害者手帳を所持していない市民の中から無作為で約

500人を抽出しています。 

一人でも多くの皆様からご回答いただき、可能な限り計画に反映させたいと考えて

います。調査は無記名で行い、調査結果はすべて統計的な数値として取りまとめます

ので、どうぞありのままの状況やご意見をお聞かせください。ご多忙の折大変恐縮で

すが、調査の趣旨をおくみとりいただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

平成29年１月 

白井市長  伊澤 史夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市障害福祉計画改定のためのアンケート調査 

１ 質問の中で「あなた」とは、このアンケート票が送られた宛名の方(ご本人)をさしています。

２ 住所、氏名を記入する必要はありません。 

３ 質問によっては回答する方を限定しているものもありますので、質問の順にお答えください。 

４ ご記入はボールペン、万年筆、鉛筆などで、黒または青色でお書きください。 

５ お答えは、あなたのお考えに最も近いと思われる回答を、質問文最後の( )内に示された数

の範囲で選び、その番号を○で囲んでください。 

６ 「その他( )」に○をつけたときは、( )内に具体的な内容をご記入ください。 

ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、 

１月○日(△)までに 郵便ポストに投函してください。(切手は不要です) 

この調査に関してのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 

白井市役所 健康福祉部 社会福祉課 
TEL.047-497-3483／FAX.047-492-3033 

E-mail:syakai-fukushi@city.shiroi.chiba.jp 

ご記入にあたってのお願い 
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あなたご自身についてうかがいます 

問１ あなたの年齢はどちらですか。(１つに○) ＊平成29年１月１日時点で 

１．10歳代     ３．30歳代     ５．50歳代     ７．70歳以上 

２．20歳代     ４．40歳代     ６．60歳代 

 

問２ あなたの性別はどちらですか。(１つに○) 

１．男性           ２．女性 

 

問３ あなたの職業は何ですか。(１つに○) 

１．会社員、公務員、団体などの勤め人 

２．パート・アルバイト、臨時雇い、在宅ワーク 

３．自営業、自由業、会社経営(家族従事者を含む) 

４．農業 

５．学生 

６．専業主婦・主夫 

７．無職 

８．その他(                              ) 

 

問４ あなたの住んでいる地区(小学校区)は、下記のどちらですか。(１つに○) 

１．第一小学校区           ６．南山小学校区 

２．第二小学校区           ７．七次台小学校区 

３．第三小学校区           ８．池の上小学校区 

４．大山口小学校区          ９．桜台小学校区 

５．清水口小学校区   

 

問５ あなたは白井市に住んでどのくらいになりますか。(１つに○) 

１．生まれたときからずっと住んでいる 

２．市内で生まれ、一時市外に住んでいたが、戻ってきた 

３．市外から転入して20年以上住んでいる 

４．市外から転入して10～19年住んでいる 

５．市外から転入して５～９年住んでいる 

６．市外から転入して５年未満住んでいる 
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障がいのある人との交流などについてうかがいます 
※注）以下の内容で「＊」印が付されている用語については、裏表紙（７ページ）に説明を掲載してあ

ります。 

 

問６ あなたは、今まで障がいのある人と、日常生活の中でふれあう機会がありましたか。

(あてはまるものすべてに○) 

◇ここでは「障がいのある人」とは、身体に障がいのある身体障がい者、知的発達に障が

いのある知的障がい者、精神疾患のある精神障がい者、難病患者および発達障がい［＊］

者などを言います。 

 

１．家族や親戚に障がいのある人がいる・いた 

２．友人や知人に障がいのある人がいる・いた 

３．近所に障がいのある人がいる・いた 

４．地域の行事などで知り合った 

５．学校で一緒に勉強した・している 

６．職場で一緒に働いている・働いた 

７．ボランティア活動で知り合った 

８．ふれあう機会はなかった 

９．その他(                              ) 

 

問７ あなたは、今までに下記で挙げているようなことについて学んだ経験はありますか。

(あてはまるものすべてに○) 

１．目の不自由な人の誘導や案内のしかた 

２．耳の不自由な人の困りごとや案内のしかた、コミュニケーションのとりかた 

３．言語障がいのある人の困りごとや対応のしかた 

４．車いすの使いかた 

５．高齢者の困りごとや高齢者擬似体験 

６．内部障がい（心臓や腎臓、呼吸器など、外見ではわからない障がい）について 

７．高次脳機能障がい［＊］の内容や、その障がいのある方との関わり方について 

８．知的障がいのある方との関わり方について 

９．発達障がい［＊］のある方との関わり方について 

10．精神障がいのある方との関わり方について 

11．その他(                              ) 

12．上記のようなことを学んだことはない 
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問８ あなたは、障がいのある人が街なかなどで実際に困っているのを見かけたとき、ど

のような行動をとりましたか、または見かけたときにはどうすると思いますか。 

(１つに○) 

１．自ら声をかけ、困っていることについて手伝ったことがある、または手伝える

と思う 

２．困っている人に頼まれて対応したことがある、またはできると思う 

３．困っている人に頼まれて、対応せずにその場を離れた 

４．できることはあると思うが、なかなか行動には移せないと思う 

５．困っているような場面を見かけても、できることはないと思う 

６．困っているような場面は見かけたことがない、想像することができない 

７．その他(                              ) 

 

問９ 障がいのある人との関わり合いや、さまざまな活動への参加等を通して、「こういう

ことが必要だ」、「もっとこうであれば良いのに」、などと感じたことはありますか。 

(具体的にお書きください) 

 

 

 

 

問10 「障がいのある人もない人も、ともに地域の中で普通に生活していくことができる

社会にすべきだ」という考え方を『ノーマライゼーション』と言います。あなたは、

このことばを知っていましたか。(１つに○) 

１．内容まで知っている 

２．ことばだけは知っていた 

３．はじめて知った 

 

問11 あなたは、この『ノーマライゼーション』という考え方について、どのように思い

ますか。(１つに○) 

１．賛成する 

２．ある程度賛成する 

３．あまり賛成できない 

４．まったく賛成できない 

５．わからない 
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問12 あなたは、地域社会の中に障がいのある人への差別・偏見があると思いますか。 

(それぞれ１つずつに○) 

(1)身体障がい者に対して → １．ある  ２．ない  ３．わからない 

(2)知的障がい者に対して → １．ある  ２．ない  ３．わからない 

(3)精神障がい者に対して → １．ある  ２．ない  ３．わからない 

(4)難病患者に対して   → １．ある  ２．ない  ３．わからない 

(5)発達障がい者に対して → １．ある  ２．ない  ３．わからない 

 

問13 あなたは、ここ数年、社会の中で障がいのある人に対する理解は深まってきている

と思いますか。(１つに○) 

１．かなり深まっている        ４．まったく深まっていない 

２．ある程度深まっている       ５．わからない 

３．あまり深まっていない 

 

問14 あなたは、障がいのある人が就労するためには、どのような条件が整えばよいと思

いますか。(あてはまるもの３つまでに○) 

１．通勤の支援             ６．自宅への設備投資（パソコンなど） 

２．職場の指導体制            の支援 

３．その人に合う仕事の紹介、あっせん  ７．職場のバリアフリー化 

４．労働時間を柔軟に選べるしくみ    ８．周囲の理解、職場の人間関係形成 

５．職場で時々静養できる環境      ９．自立できる賃金の確保 

                    10．その他（           ） 

 

問15 障がいのある人とない人がお互いに理解し合い、共に生きる社会をつくっていくた

めには、どのようなことが必要だと思いますか。(３つまでに○) 

１．障がいのある人とない人が交流する機会を設ける 

２． 障がいのない人が障がいについての理解を深められるよう、情報提供を充実する 

３．幼稚園・保育園生活や学校教育の中で、障がいや福祉に関する学習を充実する 

４．障がいのある子どもとない子どもの交流教育を充実する 

５．障がい者へのボランティア活動を活発にする 

６．障がい者がさまざまな活動に参加できるよう周囲の人が誘いの声をかける 

７．障がい者が外出しやすいよう、外出の介助等を充実する 

８．建物・設備などが障がい者にも利用しやすいよう改善する 

９．障がい者が自分からすすんで行動できるような環境を整備する 

10．障がいの状況に応じて働けるよう、職場の就労環境を改善する 

11．その他(                              ) 

12．わからない 
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福祉のまちづくりについてうかがいます 

問16 あなたは、白井市の『障害者計画』、あるいは『障害福祉計画』を知っていましたか。

(１つに○)  

１．内容を見たことがある 

２．聞いたことがある 

３．今回のアンケートが来るまで知らなかった 

 

 

問17 あなたは、次のようなことばを知っていますか。(1)～(8)のそれぞれについて、あ

てはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

項   目 
内容まで 

知っている 

ことばを 

見聞きした 

ことはある 
知らなかった 

(1) 障害者週間(12月３～９日) １ ２ ３ 

(2) 身体障害者補助犬法 ［＊］ １ ２ ３ 

(3) バリアフリー新法 

(「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律」) 

１ ２ ３ 

(4) 障害者虐待防止法 １ ２ ３ 

(5) 身体障害者用駐車スペース １ ２ ３ 

(6) 国連障害者権利条約 １ ２ ３ 

(7) 成年後見制度 １ ２ ３ 

(8) ふれあい広場（市内で開催） 

  チャレンジパーソンスポーツ 
１ ２ ３ 

(9) 障害者差別解消法 １ ２ ３ 

 

 

問18 あなたは、次に示すことがらや施設、団体等のうちどれを知っていましたか。(あて

はまるものすべてに○) 

１．市では、障がいのある人への施策等についての計画を定期的に策定している 

２．障害者手帳には現在｢身体障害者手帳｣｢療育手帳｣｢精神障害者保健福祉手帳｣

の３種がある 

３．外見だけではわからない障がいのある人もいる 

４．市内または近隣にある障がいのある人が活動や訓練をするための施設 

５．市内で活動している障がいのある人のためのボランティア団体 

６．上記のいずれも知らなかった 
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問19 市内の公共施設などを、障がいのある人等が利用しやすいようにするために、特に

必要だと思うのはどのようなことですか。(３つまでに○) 

１．歩道の設置・拡幅 

２．道路の段差の解消 

３．点字ブロック、音声式信号の導入 

４．車いすで使える障がい者用トイレの設置 

５．障がい者用駐車場の設置 

６．車いすが通れるような出入口の拡幅 

７．エレベーター、エスカレーターの設置 

８．建物の出入口のスロープ化 

９．建物の出入口の自動ドア化 

10．廊下・階段の拡幅、手すりの設置 

11．リフト付き低床バスの導入 

12．その他(                              ) 

13．特にない 

 

問20 白井市としてこれから、障がいのある人のために、特にどのような施策に力を入れ

る必要があるとあなたは思いますか。(３つまでに○) 

１．病気や障がいの早期発見、予防とともに、早い段階で適切な医療的対応や療育

を進める 

２．障がいのある人とない人との交流を推進し、相互理解を深める 

３．学齢期等において障がいのある子どもたちの可能性を伸ばせる教育を進める 

４．障がいのある人の働く場を確保したり、就労環境を改善する 

５．作業所、地域活動支援センターなど、福祉的就労［＊］の場を整備する 

６．ホームヘルプサービスなど地域で暮らせるような福祉サービスを充実する 

７．精神・発達障がい者や難病患者等も、身体・知的障がい者と同じぐらいの水準

の福祉制度を利用できるよう努める 

８．障がいのある人も利用しやすいよう、公共施設の設備や道路等を改善する 

９．障がいのある人が住みやすい住宅を確保したり、居住環境を改善する 

10．グループホームなど地域社会の中で暮らせる場を確保する 

11．障がいのある人が参加しやすい生涯学習活動等を充実する 

12．障がいのある人の生活を支援するための情報提供や相談体制を充実する 

13．その他(                              ) 

14．特にない 
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   こ と ば 

 

◇高次脳機能障がい 交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする、記憶・

注意・思考・言語などの機能障がい。外見上は障がいが目立たないため、周囲の

人に理解されにくかったり、本人自身が障がいを十分に認識できないこともある。 

 

◇発達障がい 学習障がい(ＬＤ)、注意欠陥・多動性障がい(ＡＤＨＤ)、広汎性発達

障がい、アスペルガー症候群、自閉症、高機能自閉症など、先天的な脳機能の障

がいを総称するもの。 

 

◇身体障害者補助犬法  身体障害者補助犬（視覚障がい者のための「盲導犬」、肢体不

自由者のための「介助犬」、聴覚障がい者のための「聴導犬」）の訓練事業者およ

び使用者の義務を定めるとともに、身体障がい者が公共的施設で、公共交通機関

等を利用する場合において補助犬を同伴することができるようにするための法律。

平成15年10月から全面施行。 

 

◇福祉的就労 会社などにおける「一般就労」に対して、障がいのある人が施設や作

業所などで働くことを言う。 

 

ご意見をお寄せください 

◎ 最後に、白井市の障がい福祉施策について、ご意見、ご要望などございましたら、 

ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。返信用封筒に入れ、 

１月○日(△)までに郵便ポストに投函してください。 



資料 2-7 

平成 26 年度実施 白井市障害者計画・障害福祉計画改定のためのアンケート調査 

調査票 

１ 身体障害者                                                     87 

２ 知的障害者                                                    103 

３ 精神障害者                                                    119 

４ 難病患者                                                      131 

５ 障害のない市民                                                147 

 

 

（「障害福祉プラン改定に向けての基礎調査報告書 平成 27 年 3 月」抜粋） 
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